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マンション標準管理規約の改正について（周知） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

  さて、別紙のとおり、国土交通省より「マンション標準管理規約の改正について」周知依頼があ

りました。改正のポイントは以下のとおりですので、参考としてご活用いただきますようお願い申し

上げます。 

敬具 

  

記 

 

[マンション標準管理規約の改正のポイント] 

（１）執行機関（理事会）の適正な体制等の確保 

 ①役員の資格要件の緩和（現住要件の撤廃） 

役員のなり手不足等の実態を踏まえ、役員の資格要件を以下のとおり緩和する。 

改正前：「理事又は監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任

する。」 

改正後：「理事又は監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」 

②理事会の権限の明確化等 

理事会による機動的な組合運営が可能となるよう、理事会の決議事項の明確化、新年度予算

成立までの経常的な支出を理事会承認により可能とする手続き規定の整備等を行う。  

 

（２）総会における議決権の取扱いの適正化 

①議決権行使書・委任状の取扱いの整理 

組合員による出席によらない総会の運営方法である書面による議決権行使（議決権行使

書及び委任状）の取扱いのルールを明確化する。 

・組合員の意思を総会に直接反映させる観点からは、委任状よりも、議決権行使書によって

組合員本人が自ら賛否の意思表示をすることが望ましく、そのためには議案の内容があらか

じめ明確に示されることが重要であること 

・白紙委任状が多用されないよう、例えば委任状の様式等において、誰を代理人とするかに

ついて主体的に決定することが必要であること、適当な代理人がいない場合には代理人欄



を空欄とせず議決権行使書によって自ら賛否の意思表示をすることが必要であること等につ

いて記載しておくこと 

等についてコメントに記載。 

②委任状による代理人の範囲について、標準管理規約本文で限定的に列記するのではなく、

コメントで基本的な考え方（代理人の範囲は、区分所有者の立場から利害関係が一致すると

考えられる者に限定することが望ましいこと等）を記述することとする。 

 

（３）管理組合の財産の適切な管理等 

①財産の分別管理等に関する整理 

・マンション管理適正化法施行規則の改正が平成２２年５月に施行されたことを踏まえ、管理   

費の徴収に係る第６０条関係のコメントを改正。 

②長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理 

・管理組合が保管する書類等について、保管責任者の明確化やその閲覧・保存方法につい

て規定を追加する。 

③共用部分の範囲に関する用語の整理 

・平成２２年５月のマンション標準管理委託契約書の改定を踏まえた用語の整理を行う。 

 

（４）標準管理規約の位置づけの整理 

マンションの規模、居住形態等各マンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的

に標準管理規約を修正し活用することが望ましい旨をコメントに記載する。 

 

   

なお、「マンション標準管理規約」、「マンション標準管理規約コメント」、は、下記のホームペー

ジアドレスよりダウンロードするか事務局（TEL 03-3511-0611 担当：澁田）までご請求ください。 

「マンション標準管理規約」        http://www.mlit.go.jp/common/000161664.pdf 

「マンション標準管理規約コメント」    http://www.mlit.go.jp/common/000161665.pdf 

 






